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１．地方公会計の概要 

（１）統一的な基準までの経過 

平成 11 年度より旧総務省方式でスタートしたこの制度は、平成 18 年に各自治体に通知と

いうかたちで大きな転換点を迎えました。ここでは、基準モデルと総務省方式改訂モデル（以

下改訂モデル）の 2つのモデルが提示され、各自治体はどちらかのモデルを選択し、財務書

類を公表することになりました。 

平成 25 年 8 月には両モデルの統一を図ることが「今後の新地方公会計推進に関する研究

会中間まとめ」にて決定され、平成 26 年 4 月には「今後の新地方公会計の推進に関する研

究会報告書」、次いで 9 月には「財務書類作成要領」及び「資産評価及び固定資産台帳の手

引き」が示され、地方公会計におけるモデルが統一されました。 

平成 27 年 1 月 23 日に正式に総務大臣通知により「統一的な基準による地方公会計の整

備促進について」が示され、本格的な運用が開始されました。また、併せて示された地方公

会計マニュアルは、先に出されていた「財務書類作成要領」及び「資産評価及び固定資産台

帳の手引き」のほかに「連結財務書類作成の手引き」と「財務書類等活用の手引き」が新た

に追加となりました。 

原則として平成 27 年度から平成 29 年度までの 3 年間で全ての地方公共団体において統

一的な基準による財務書類等を作成することになります。 

 

【（旧）総務省モデル】 

平成 12 年 3 月 「普通会計バランスシート」の作成方法公表 

平成 13 年 3 月 「各地方公共団体全体のバランスシート」「行政コスト計算書」の作成方法公表 

平成 17 年 9 月 「地方公共団体の連結バランスシート」の試行について 

【新地方公会計制度（２つのモデル）】 

平成 18 年 5 月 「新地方公会計制度研究会報告書」 

平成 19 年 10 月 「新地方公会計制度実務研究会報告書」 

【新地方公会計モデル】 

平成 21 年 1 月 「新地方公会計モデルにおける資産評価実務手引き」 

平成 22 年 3 月 「地方公共団体における財務書類の活用及び公表について」 

平成 23 年 12 月 「新地方公会計モデルにおける連結財務書類作成実務手引き」 

【統一的な基準】 

平成 25 年 8 月 「今後の新地方公会計推進に関する研究会中間まとめ」 

平成 26 年 4 月 「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書」 

平成 26 年 9 月 「財務書類作成要領」 

            「資産評価及び固定資産台帳の手引き」 

平成 27 年 1 月 統一的な基準による地方公会計の整備促進について（総務大臣通知） 

統一的な基準による地方公会計マニュアル 
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（２）新地方公会計制度導入の目的 

市町村などの地方公共団体の会計制度は、地方自治法等の法令により、その調整方法や処

理方法が規定されています。これらは、民間企業で採用されている「発生主義会計」に対し

て、「現金主義会計」と呼ばれ、現金の収入と支出の記録に重点を置いたものとなっていま

す。 

しかし、現金主義会計だけでは、地方公共団体の資産や債務の実態をつかみにくいことか

ら、発生主義的な考え方を取り入れた決算資料の作成が求められていました。 

 

■地方公会計の目的 

○「発生主義・複式簿記」といった企業会計的要素を取り込むことにより、資産・負債な

どのストック情報が把握できる。 

○現金主義の会計制度では見えにくいコストを把握し、自治体の財政状況等をわかりや

すく開示できる。 

○資産・債務の適正管理や有効活用といった、中・長期的な視点に立った自治体経営の

強化が可能になる。 

 

（３）官庁会計と新地方公会計制度の違い 

地方公共団体の会計は、単式簿記・現金主義によるもので、「現金」という 1 つの科目の

収支のみを記録するものですが、一方、新地方公会計制度による財務書類では、現金の収支

に関わらず、1つの取引について、それを原因と結果の両方からとらえ、二面的に記録する

ことにより、資産の動きや行政サービスの提供に必要なコストを把握することができること

になります。 

 

（４）民間の企業会計と公会計の違い 

新地方公会計制度は、民間企業の会計手法を取り入れたものですが、地方公共団体とはそ

もそもの目的が異なります。民間企業の目的は利益獲得であるため、例えば損益計算書は、

対応する収益とコストを差し引いて適切に期間損益を計算し、企業経営に資することを目的

としています。 

これに対し、地方公共団体は利益の獲得を目的としませんので、経常行政コストと経常収

支の差引きで表される純経常行政コストは、利益の概念ではなく、地方税や地方交付税など

の一般財源や資産の売却などで賄うべきコストを示すことになります。 
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（５）財務書類の内容 

①財務書類の作成範囲 

これまでの地方公会計制度では、財務諸表や財務書類といった用語が混在していましたが、

統一的な基準の導入後は財務書類に統一され、作成範囲は以下の通りとなります。 

 

財務書類名称 対象会計範囲 

一般会計等財務書類 
一般会計 

財政健全化法において対象としている範囲 

全体財務書類 
一般会計等財務書類 

特別会計（一般会計等に含まない会計） 

連結財務書類 

全体財務書類 

一部事務組合 

広域連合 

地方公社 

第三セクター 

 

すべての自治体において、一般会計等財務書類、全体会計財務書類、連結会計財務書類の

3種類が公表されることになります。連結財務書類については、連結対象先の準備が整い次

第ご報告とし、本報告書の記載対象は全体会計財務書類となります。 

②財務書類 4 表の相互関係 

貸借対照表  
行政コスト 

計算書 
 

純資産変動 

計算書 
 

資金収支 

計算書 

資産 負債 

 

経常費用 
 

前年度末残高 

 

業務活動収支 

うち 

現金 

預金 
 

経常収益 純行政コスト 投資活動収支 

臨時損失 財源 財務活動収支 

 

臨時利益 
固定資産等 

の変動 
前年度末残高 

純資産 
純行政コスト 本年度末残高 

本年度末残高 

 

 

 

○貸借対照表の資産のうち「現金預金」の金額は、資金収支計算書の本年度末残高に本

年度末歳計外現金残高を足したものと対応します。  

○貸借対照表の「純資産」の金額は、資産と負債の差額として計算されますが、これは純

資産変動計算書の期末残高と対応します。  

○行政コスト計算書の「純行政コスト」の金額は、純資産変動計算書に記載されます。 

＋本年度末歳計外現金
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２．平成 27 年度 平取町財務書類 

（１）貸借対照表 

 

（１）資産 

学校、道路など将来の世代に引継ぐ社会資本や、基金など将来現金化が可能な財産 

（２）負債 

地方債や退職給付引当金など将来の世代の負担となるもの 

（３）純資産 

過去の世代や国・道が負担した将来返済しなくてよい財源 

（単位：千円） 

科目 一般会計等 全体会計 科目 一般会計等 全体会計 

【資産の部】     【負債の部】     

固定資産 29,464,966 29,938,640 固定負債 5,632,701 6,882,933 

有形固定資産 27,180,851 27,522,172 地方債等 5,559,028 6,649,087 

事業用資産 17,516,585 17,813,040 退職手当引当金 73,673 233,845 

インフラ資産 9,639,392 9,639,392 流動負債 627,665 903,068 

物品 325,048 582,000 １年内償還予定地方債等 541,167 627,696 

無形固定資産 0 4,001 賞与等引当金 0 19,447 

投資その他の資産 2,284,115 2,412,466 その他 86,498 255,925 

流動資産 1,244,415 1,568,398 負債合計 6,260,366 7,786,001 

現金預金 66,594 251,327 【純資産の部】     

未収金他 1,177,821 1,317,070 純資産合計 24,449,014 23,721,036 

資産合計 30,709,381 31,507,037 負債及び純資産合計 30,709,381 31,507,037 

※数値は、四捨五入しているため、合計値が一部合致しない場合があります。 

 

一般会計等では、資産は約 307 億円となっています。負債は約 63 億円、純資産は約 244

億円です。 

また、全体会計では、資産は約 315 億円、負債は約 78 億円、純資産は約 237 億円です。 

このうち、負債は将来の世代が負担していくことになるものであり、一方で、純資産は過

去の世代や国、道の負担で既に支払が済んでいるものになります。資産に対する純資産の割

合を純資産比率と呼び、これまで町が形成してきた資産に対する負担のうち、既に支払が済

んでいる部分の割合を示しています。 

この純資産比率は一般会計では 79.4％、全体会計では 75.2％となっています。 
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（２）行政コスト計算書 

◆費用 ：行政サービス提供のために費やしたもの 

①人件費 

職員給与や議員報酬、退職給付費用（当該年度に退職手当引当金として新たに繰り入れた

額）など 

②物件費等 

備品や消耗品、施設等の維持補修にかかる経費や減価償却費（社会資本の経年劣化等に伴

う減少額）など 

③その他業務費用 

支払利息、徴収不能引当金繰入額、市町村債償還の利子など 

④移転費用 

他会計への支出額、補助金等、社会保障給付、他団体への資産整備補助金など 

◆収益 ：直接サービス提供により住民等がその対価として支払い、自治体が得られるもの 

（単位：千円） 

科目 一般会計等 全体会計 

  経常費用 5,931,948 8,224,488 

    業務費用 4,220,168 5,199,162 

      人件費 962,756 1,442,727 

      物件費等 3,209,296 3,681,906 

      その他の業務費用 48,117 74,529 

    移転費用 1,711,780 3,025,326 

  経常収益 361,031 796,295 

純経常行政コスト 5,570,917 7,428,193 

  臨時損失 0 7,019 

  臨時利益 0 30 

純行政コスト 5,570,917 7,435,182 

※数値は、四捨五入しているため、合計値が一部合致しない場合があります。 

 

平成27年度の行政コスト総額は一般会計等で約59億円となっています。一方、行政サービ

ス利用に対する対価として住民の皆さんが負担する使用料や手数料などの経常収益は一般

会計等で約4億円となっています。行政コスト総額から経常収益を引いた純経常行政コス

トは一般会計等で約55億円となっています。 

一般会計等における経費の内訳を見ると、経常費用のうち、人件費が占める割合は、16.

2％、減価償却を主なものとする物件費等の割合は54.1％、地方債利息を主なものとするそ

の他業務費用の割合は、0.8％です。また、各団体への補助金や負担金、扶助費を中心とす

る移転費用の割合は28.9％となっており、物件費が費用の中でも大きな割合を占めています。 
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（３）純資産変動計算書 

（１） 余剰分の計算 

①純行政コスト 

行政コスト計算書の純行政コストと一致。 

②財源 

財源をどのような収入（税収等、国庫補助金）で調達したかを表します。 

（２） 固定資産形成分 

財源を将来世代も利用可能な固定資産、貸付金や基金等にどの程度使ったかを表します。 

①固定資産等の変動 

当該年度に学校、道路などの社会資本を取得した額と過去に取得した社会資本の経年劣化

等に伴う減少額を表します。基金、貸付金、出資金など長期金融資産の当該年度における増

加と減少を表します。 

②資産評価差額 

有価証券等の評価差額を表します。 

③無償所管換等 

無償で譲渡または取得した固定資産の評価額等を表します。 

 

（単位：千円） 

科目 一般会計等 全体会計 

前年度末純資産残高 25,471,188 24,894,511 

  純行政コスト（△） -5,570,917 -7,435,182 

  財源 4,548,743 6,261,707 

  本年度差額 -1,022,174 -1,173,475 

  固定資産等の変動（内部変動） 0 0 

  資産評価差額 0 0 

  無償所管換等 0 0 

  その他 0 0 

  本年度純資産変動額 -1,022,174 -1,173,475 

本年度末純資産残高 24,449,014 23,721,036 

※数値は、四捨五入しているため、合計値が一部合致しない場合があります。 

 

平成27年度は、純資産が一般会計等において、約10億円の減少となっています。 

また、全体会計では約11億円の減少となっています。 

この純資産の減少要因は、税収をはじめとした財源の確保よりも、経常的な行政にかかる

費用（純行政コスト）の額が上回ったことによるものです。 
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（４）資金収支計算書 

①業務活動収支：行政サービスを行なう中で、毎年度継続的に収入、支出されるもの 

②投資活動収支：学校、公園、道路などの資産形成や投資、基金などの収入、支出など 

③財務活動収支：公債、借入金などの収入、支出など 

（単位：千円） 

科目 一般会計等 全体 

【業務活動収支】     

  業務支出 5,636,819 7,249,929 

    業務費用支出 3,826,372 4,716,564 

    移転費用支出 1,810,447 2,533,365 

  業務収入 5,285,395 6,914,545 

  臨時支出 0 503 

  臨時収入 0 37 

業務活動収支 -351,424 -335,850 

【投資活動収支】     

  投資活動支出 199,847 434,397 

  投資活動収入 47,000 70,281 

投資活動収支 -152,847 -364,116 

【財務活動収支】     

  財務活動支出 541,167 690,491 

  財務活動収入 1,050,228 1,364,728 

財務活動収支 509,061 674,237 

本年度資金収支額 4,790 -25,729 

前年度末資金残高 66,594 141,286 

本年度末資金残高 71,384 115,556 

※数値は、四捨五入しているため、合計値が一部合致しない場合があります。 

 

一般会計等では、業務活動収支は約3.5億円の不足、投資活動収支は約1.5億円の不足、財

務活動収支は約5.1億円の余剰となり、本年度資金収支額は約5百万円の余剰となりました。 

また、全体会計の業務活動収支は約3.3億円の不足、投資活動収支は約3.6億円の不足、財

務活動収支は約6.7億円の余剰となり、本年度資金収支額は約25百万円の不足となりました。 

この結果、本年度末資金残高は一般会計等で約71百万円、全体会計では約1.1億円となり

ました。 


